
◆文化芸術の範囲 

   ※文化芸術基本法（第 8条～14条） 

芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（メディア芸術を除

く） 

メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利

用した芸術 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他のわが国古来の伝統的な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く） 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版物及びレコード  

文化財 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における文化芸術 地域固有の伝統芸能及び民族芸能（地域の人々によって行われる民族的

な芸能） 

 

 

◆文化芸術の価値 

   ※文化芸術推進基本計画（平成 30年 3月 6日閣議決定） 

○文化芸術は、人々の創造性を育み、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に理 

 解、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与す 

 るものである。また、文化芸術それ自体が固有の意義と価値を有するとともに、国民共通のよりど 

 ころとなり、自己認識の基点として文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 

○このような文化芸術は、国民全体及び人類普遍の社会的財産として、創造的な経済活動の源泉や、持 

 続的な経済発展や国際協力の円滑化の基盤ともなるものであり、以下のような本質的及び社会的・ 

 経済的価値（多様な価値）を有している。」とされている。 

 

（本質的価値） 

・文化芸術は、豊かな人間性を涵養し、創造力と感性を育む等、人間が人間らしく生きるための糧と 

 なるものであること。 

・文化芸術は、国際化が進展する中にあって、個人の自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重す 

 る心を育てるものであること。 

 

（社会的・経済的価値） 

・文化芸術は、他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし、人間相互の理解を促進する 

 等、個々人が共に生きる地域社会の基盤を形成するものであること。 

・文化芸術は、新たな需要や高い付加価値を生み出し、質の高い経済活動を実現するものであるこ 

 と。 

・文化芸術は、科学技術の発展と情報化の進展が目覚ましい現代社会において、人間尊重の価値観 

 に基づく人類の真の発展に貢献するものであること。 

・文化芸術は、文化の多様性を維持し、世界平和の礎となるものであること。 

 

 

 

 

 

資料２ 



（参考）「文化芸術推進基本計画」における今後の文化芸術政策の目指すべき姿 

 

目標１：文化芸術の創造・発展・継承と教育 

  文化芸術の創造・発展、次世代への継承が確実に行われ、全ての人々に充実した文化芸術教育と文化芸術 

  活動の参加機会が提供されている。 

 

目標２：創造的で活力ある社会 

  文化芸術に効果的な投資が行われ、イノベーションが生まれるとともに、文化芸術の国際交流・発信を通 

  じて国家ブランドの形成に貢献し、創造的で活力ある社会が形成されている。 

 

目標３：心豊かで多様性のある社会 

  あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり、多様な価値観が尊重され、心豊かな社 

  会が形成されている。 

 

目標４：地域の文化芸術を推進するプラットフォーム 

  地域の文化芸術を推進するためのプラットフォームが全国各地に形成され、多様な人材や文化芸術団体・   

  諸機関が連携・協働し、持続可能で回復力のある地域文化コミュニティが形成されている。 

 

 

 

（概念図） 

 

 

 

 

 


